
別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

18,516,122 0 0 18,516,122

354,793,751 5,616,000 11,194,734 349,215,017

373,309,873 5,616,000 11,194,734 367,731,139

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

　　　　　居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地（基本）

建物（基本）

合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

７．担保に供している資産

　　　　　配食サービス

　宮崎県民間社会福祉施設等従事職員退職共済制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）特別養護老人ホームゆうゆうの森拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

　　特別養護老人ホームゆうゆうの森拠点（社会福祉事業）

　　　　　本部

　　　　　特別養護老人ホームゆうゆうの森

　　　　　短期入所生活介護

　　　　　ゆうゆうの森デイサービスセンター

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する

　宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を

　退職給付引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更

・適用する会計基準を、平成23年基準(平成23年雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号)から、　

平成28年基準(平成28年厚生労働省令第79号)に変更する。

３．採用する退職給付制度

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム　ゆうゆうの森拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

462,534,176 113,319,159 349,215,017

462,534,176 113,319,159 349,215,017

6,261,900 1,204,791 5,057,109

16,075,625 13,797,764 2,277,861

30,487,073 27,356,862 3,130,211

52,824,598 42,359,417 10,465,181

515,358,774 155,678,576 359,680,198

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事
項

該当なし

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

小　　計

（単位：円）

基本財産

建物（基本）

小　　計

その他の固定資産

構築物

車輌運搬具

器具及び備品


